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令和３年第３回七戸町議会定例会 

会 議 録 

────────────────────────────────────── 

 令和３年８月２４日七戸町告示第７８号で、令和３年第３回七戸町議会定例会を９月

３日上北郡七戸町議会議事堂に招集する。 

────────────────────────────────────── 

令和３年 ９月 ３日 午前１０時０２分 開会 

令和３年 ９月１３日 午前１１時５９分 閉会 

────────────────────────────────────── 

○応召議員（１６名） 

 議 長 １６番  瀬 川 左 一 君   副議長 １５番  盛 田 惠津子 君 

      １番  中 野 正 章 君        ２番  山 本 泰 二 君 

      ３番  向中野 幸 八 君        ４番  二ツ森 英 樹 君 

      ５番  小 坂 義 貞 君        ６番  澤 田 公 勇 君 

      ７番  哘   清 悦 君        ８番  岡 村 茂 雄 君 

      ９番  附 田 俊 仁 君       １０番  佐々木 寿 夫 君 

     １１番  田 嶋 輝 雄 君       １２番  三 上 正 二 君 

     １３番  田 島 政 義 君       １４番  白 石   洋 君 

────────────────────────────────────── 

○不応召議員（０名） 

────────────────────────────────────── 

○町長提出案件 

 報告第３１号 専決処分事項の報告について 

(令和３年度七戸町一般会計補正予算（第５号）) 

 報告第３２号 専決処分事項の報告について 

（令和３年度七戸町一般会計補正予算（第６号）） 

 議案第７６号 七戸町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

 議案第７７号 七戸町コミュニティセンター等設置条例の一部を改正する条例につい

て 

 議案第７８号 七戸町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 議案第７９号 七戸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 

 議案第８０号 七戸町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について 

 議案第８１号 七戸町過疎地域持続的発展計画の策定について 
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 議案第６６号 令和３年度七戸町一般会計補正予算（第７号） 

 議案第６７号 令和３年度七戸町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 議案第６８号 令和３年度七戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 議案第６９号 令和３年度七戸町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 議案第７０号 令和３年度七戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第７１号 令和３年度七戸町七戸霊園事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第７２号 令和３年度七戸町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第７３号 令和３年度七戸町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

 議案第７４号 令和３年度七戸町水道事業会計補正予算（第２号） 

 決算審査特別委員会審査報告 

 議案第７５号 令和２年度七戸町各会計歳入歳出決算の認定について 

 報告第３３号 令和２年度決算に基づく七戸町の健全化判断比率及び資金不足比率の

報告について 

 報告第３４号 令和２年度七戸町一般会計継続費精算報告書の報告について 

○議員提出案件 

 発議第 ５号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意

見書の提出について 

 発議第 ６号 日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書の提出について 

───────────────────────────────────── 

○その他 

 会議録署名議員の指名について 

 会期の決定について 

 諸般の報告について 
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令和３年第３回七戸町議会定例会 

会議録（第１号） 

令和３年９月３日（金） 

 午前１０時０２分 開会 

────────────────────────────────────── 

○議事日程 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸般の報告について 

 日程第４ 提出議案一括上程 

「報告第３１号専決処分事項の報告について（令和３年度七戸町一般会計

補正予算（第５号））」から「報告第３４号令和２年度七戸町一般会計継

続費精算報告書の報告について」までの１６議案、４報告を一括上程 

（町長提案理由説明） 

 日程第５ 決算審査特別委員会設置について 

────────────────────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

────────────────────────────────────── 

○出席議員（１６名） 

 議 長 １６番  瀬 川 左 一 君   副議長 １５番  盛 田 惠津子 君 

      １番  中 野 正 章 君        ２番  山 本 泰 二 君 

      ３番  向中野 幸 八 君        ４番  二ツ森 英 樹 君 

      ５番  小 坂 義 貞 君        ６番  澤 田 公 勇 君 

      ７番  哘   清 悦 君        ８番  岡 村 茂 雄 君 

      ９番  附 田 俊 仁 君       １０番  佐々木 寿 夫 君 

     １１番  田 嶋 輝 雄 君       １２番  三 上 正 二 君 

     １３番  田 島 政 義 君       １４番  白 石   洋 君 

────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

────────────────────────────────────── 

○説明のため会議に出席した者の職氏名 

 町     長  小 又   勉 君  副 町 長         高 坂 信 一 君 

 総 務 課 長  田 嶋 邦 貴 君  支 所 長  小 山 彦 逸 君 

                     (兼庶務課長 )        

 企画調整課長          金 見 勝 弘 君  財 政 課 長  附 田 敬 吾 君 
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 会 計 管 理 者   髙 田 美由紀 君  税 務 課 長  町 屋 淳 一君 

 (兼会計課長 ) 

 町 民 課 長  原 子 保 幸 君  社会生活課長         佐々木 和 博 君 

 健康福祉課長         井 上   健 君  商工観光課長         附 田 良 亮 君 

 農 林 課 長         鳥谷部   勉 君  建 設 課 長         氣 田 雅 之 君 

 上下水道課長         仁 和 圭 昭 君  教  育  長  附 田 道 大 君 

 学 務 課 長  鳥谷部 慎一郎 君  生涯学習課長         田 中 健 一 君 

世界遺産対策室長  相 馬 和 徳 君  中央公民館長兼  髙 田 博 範 君 

                     南公民館長・中央図書館長        

 農業委員会会長         天 間 俊 一 君  農業委員会事務局長         三 上 義 也 君 

 代表監査委員         吉 川 正 純 君  監査委員事務局長         澤 山 晶 男 君 

 選挙管理委員会委員長         新 舘 文 夫 君  選挙管理委員会事務局長         原 子 保 幸 君 

────────────────────────────────────── 

○職務のため会議に出席した事務局職員 

 事 務 局 長  澤 山 晶 男 君  事 務 局 次 長         鳥谷部 伸 一 君 

────────────────────────────────────── 

○会議録署名議員 

     ９ 番  附 田 俊 仁 君       １０番  佐々木 寿夫 君 

────────────────────────────────────── 

○会議を傍聴した者（４名） 

────────────────────────────────────── 

○会議の経過 
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開会 午前１０時０２分   

 

○開会宣告 

○議長（瀬川左一君） ただいまから、令和３年第３回七戸町議会定例会を開会いたし

ます。 

 ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しております。 

 したがいまして、令和３年第３回七戸町議会定例会は成立いたしました。 

────────────────────────────────────── 

○開議宣告 

○議長（瀬川左一君） これより、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程及び本定例会における説明員は、お手元に配付したとおりです。 

────────────────────────────────────── 

○日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（瀬川左一君） 日程第１ 会議録署名議員の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、９番附田俊仁君と１０番佐々

木寿夫君を指名します。 

────────────────────────────────────── 

○日程第２ 会期の決定について 

○議長（瀬川左一君） 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 初めに、議会運営委員長から報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（白石 洋君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、議会運営委員会委員長報告を申し上げます。 

 去る８月２４日告示、本日招集されました令和３年第３回七戸町議会定例会の会期に

ついて、先般８月２４日午前１０時から議会運営委員会を開催し、審査した結果、お手

元に配付いたしましたとおり、本日９月３日から９月１３日までの１１日間を会期とす

ることに決定をいたしました。 

 本日は、議案等の一括上程、決算審査特別委員会の設置及び同委員会の正副委員長の

互選を行います。４日及び５日から６日までは、議案調査及び閉庁日のため休会といた

します。７日は一般質問、９日と１０日は決算審査特別委員会を行いますが、運営方法

については皆様のお手元に配付のとおり、議会運営委員会で取りまとめさせていただき

ましたので、御参考にしてください。最終日の１３日は、議案第７５号を除く今回上程

されております全議案について審査を行うこととしております。 

 以上のとおり、進行してまいりたいと思いますので、何とぞ議員各位の御理解と御協

力を賜り、本委員会の決定に御賛同くださいますようお願いを申し上げまして、委員長

報告といたします。 
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 以上です。 

○議長（瀬川左一君） お諮りします。 

 本定例会の会期は、ただいま議会運営委員長の報告のとおり、本日から９月１３日ま

での１１日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、本定例会の会期は、本日から９月１３日までの１１日間に決定いた

しました。 

 議長において作成いたしました会期日程及び議事日程は、お手元に配付したとおりで

あります。 

────────────────────────────────────── 

○日程第３ 諸般の報告について 

○議長（瀬川左一君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

 議長の諸般の報告につきましては、お手元に配付しておりますので御了承願います。 

 次に、本日までに受理いたしました陳情等につきましては、別紙配付の陳情等文書表

のとおりです。 

 先般、このことについて議会運営委員会において審査した結果、請願第２号は、総務

企画常任委員会に付託、陳情第２号及び第３号は、資料配付にしますので御了承願いま

す。 

────────────────────────────────────── 

○日程第４ 提出議案一括上程 

○議長（瀬川左一君） 日程第４ 提出議案の一括上程について。 

 報告第３１号専決処分事項の報告について（令和３年度七戸町一般会計補正予算（第

５号））から報告第３４号令和２年度七戸町一般会計継続費精算報告書の報告について

までの１６議案、４報告を一括上程します。 

 町長から提出議案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（小又 勉君） おはようございます。 

 本日、ここに令和３年第３回七戸町議会定例会が開催され、令和３年度の補正予算を

はじめ各般にわたる議案について御審議いただくにあたり、提出議案を御説明する前に

一般報告をさせていただきます。 

 初めに、台風９号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による当町の被害状況の概要に

ついて報告いたします。 

 ８月９日、夜から翌朝にかけて激しい雨となりました。山谷地区では２日間の降水量

が当町の８月一月に降る平均降水量約１９３ミリメートルを超える２５４ミリメートル

となり、洪水や床下浸水、通行止め、断水、農作物などへの甚大な被害をもたらしまし
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た。最高レベル５の避難情報、緊急安全確保発令した倉岡川目治部袋地区では人的被害

はなかったものの、５棟の床下浸水の被害が発生しました。天間林第１浄水場では、取

水口からの導水管に立木・土砂等が詰まり、さらには長期間にわたる濁水により、水道

水の供給を停止せざるを得なくなりました。断水の影響は、１１日から１５日の５日

間、天間林地区の住民の８割２,４３３世帯、５,４６９人に及び、町民の皆様には大変

御不便をおかけいたしました。今回の断水で、御支援・御協力をいただきました自衛隊

や北奥羽地区水道協議会、七戸警察署、天間林商工会青年部や民間事業者等の皆様に

は、厚くお礼申し上げます。今後は、町の災害対応について検証し、引き続き万全の対

策を講じてまいりたいと考えております。 

 なお、大雨による被害は、当町以外でもむつ市や風間浦村などにも発生しており、全

国的には九州や四国、中部地方など、広い範囲で記録的な大雨による甚大な被害となっ

ております。被災された方々に心よりお見舞いを申し上げ、一日も早い復旧と復興を御

祈念いたします。 

 また、このたびの当町の災害状況や被害状況の報告については、議会開会終了後に議

会全員協議会を開催することとしておりますので、その場で詳細な報告をさせていただ

きますが、災害の報告のほかに七戸町過疎地域持続的発展計画の策定についてと、七戸

町ゼロカーボン推進計画について、さらに新型コロナワクチン接種状況の報告につい

て、担当課より詳細な説明をさせていただきます。 

 次に、当町の史跡二ツ森貝塚を構成資産とする北海道・北東北の縄文遺跡群につい

て、７月２７日、第４４回世界遺産委員会拡大会合において、世界遺産一覧表に記載さ

れることが決定いたしました。これまで関係自治体と共同し、地域住民と連携を図りな

がら、世界遺産登録に向けた取組が認められことを大変うれしく思っております。今後

も関係機関と連携を図り、二ツ森貝塚の価値や魅力を発信しながら、世界文化遺産を継

承していくことに全力で取り組んでまいります。 

 新型コロナウイルス感染症についてですが、緊急事態宣言が東京都など全国で２１都

道府県に発出が拡大されており、まん延防止等重点措置も全国で１２県に適用されてい

ます。全国的に感染力の強いＬ４５２Ｒの変異株、いわゆるデルタ株が猛威を振るい、

感染を拡大し、医療機関が逼迫している状況にあります。本県においても変異株が検出

され、１日の感染者数が１００人を超える日もあるなど、上十三保健所管内を含む青森

県全体に感染者が増えている大変厳しい状況であります。 

 当町では、県のコロナウイルス感染症緊急対策パッケージに準じて、９月１日から３

０日まで町の公共施設等を原則休館、使用中止とします。また、学校行事等の原則中止

や延期、部活動、スポーツ少年団等の活動を禁止いたします。 

 最近では若い世代の感染率も高まっており、重症化している例も多いことから、１人

１人がお互いを守り合う気持ちで、あらゆる場面で慎重な行動と感染防止対策を徹底し

ていただき、緊急事態宣言等が発出されている都道府県への移動についても控えていた
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だくなど、引き続き御協力をお願いしたいと考えております。また、感染拡大を防ぐた

めの一つの手段として、ワクチンの接種率を町全体で高めていくよう取り組んでまいり

ます。 

 七戸高校公営塾については、８月１２日に２事業者参加のもと、プロポーザル方式に

よる事業者選定委員会を開催し、公営塾管理運営業務の委託事業者を選定いたしまし

た。また、現在は、１０月１日の開設に向け、施設の改修工事を実施しているところで

す。 

 それでは、本定例会に提出いたしました議案の概要について御説明申し上げます。 

 報告第３１号専決処分事項の報告について（令和３年度七戸町一般会計補正予算（第

５号））については、新型コロナウイルスワクチン接種の個別接種促進のための新事業

が実施されたこと。七戸中学校理科室のエアコン設置について、早急に整備する必要が

あったことから、歳入歳出予算の総額に２,１１０万８,０００円を追加し、予算の総額

を１０２億１,５１４万４,０００円としたものです。 

 歳入の主なものは、国庫支出金に１,９７８万７,０００円、繰入金に１２９万９,００

０円を追加したものです。歳出は、総務費に１,９８１万円、教育費に１２９万８,００

０円を追加したものです。 

 報告第３２号専決処分事項の報告について（令和３年度七戸町一般会計補正予算（第

６号））については、８月の大雨災害による災害復旧事業等を早急に行う必要があった

ことから、歳入歳出予算の総額に５,４８６万円を追加し、予算の総額を１０２億７,０

００万４,０００円としたものです。 

 歳入は、繰入金に５,４８６万円を追加し、歳出は、災害復旧費に５,４８６万円を追

加したものです。 

 議案第７６号七戸町個人情報保護条例の一部を改正する条例については、デジタル社

会の形成を図るため、関係法律の整備に関する法律による行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律の公布に伴い、同法の改正内容に準じて、

所要の改正を行う必要があることから提案するものです。 

 議案第７７号七戸町コミュニティセンター等設置条例の一部を改正する条例について

は、鶴児平会館の老朽化に伴い、施設を解体・廃止することから提案するものです。 

 議案第７８号七戸町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について

は、第８次地方分権一括法による災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、

同法等の改正内容に準じて、所要の改正を行う必要があることから提案するものです。 

 議案第７９号七戸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例については、特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支

援法施行規則の一部を改正する内閣府令の公布に伴い、同府令の改正内容に準じて、所

要の改正を行う必要があることから提案するものです。 
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 議案第８０号七戸町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例については、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を

改正する省令の公布に伴い、同省令の改正内容に準じて、所要の改正を行う必要がある

ことから提案するものです。 

 議案第８１号七戸町過疎地域持続的発展計画の策定については、過疎地域の持続的発

展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための過疎地域持続的発展市町村計画を

定めたいので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１項の規定に

より、議会の議決を求めるため提案するものです。 

 議案第６６号令和３年度七戸町一般会計補正予算（第７号）については、歳入歳出予

算の総額に５,３２６万２,０００円を追加し、予算の総額を１０３億２,３２６万６,０

００円とするものです。 

 歳入の主なものは、地方交付税に４億６,９７２万６,０００円、町債に８,２６９万

２,０００円を追加し、繰入金から５億１,４４４万５,０００円を減額するものです。 

 歳出の主なものは、総務費に２,８８３万円、民生費に１,８１３万３,０００円、土木

費に８,５０４万３,０００円、教育費に１,４６０万５,０００円を追加し、消防費から

１億４７２万円を減額するものです。 

 今回の補正の主な内容は、町道の維持及び修繕経費の増額、電源立地地域対策交付金

の交付限度額が確定したことによる消防費に係る中部上北広域事業組合負担金の減額と

なっております。 

 議案第６７号令和３年度七戸町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について

は、歳入歳出予算の総額から３,５５８万３,０００円を減額し、予算の総額を１８億１,

９７２万２,０００円とするものです。 

 歳入の主なものは、国民健康保険税から３,４７２万７,０００円、国庫支出金から１

７９万９,０００円を減額し、歳出の主なものは諸支出金に２９９万８,０００円を追加

し、国民健康保険事業費納付金から３,８６７万８,０００円を減額するものです。 

 議案第６８号令和３年度七戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について

は、歳入歳出予算の総額に４５９万９,００円を追加し、予算の総額を４億２,１８４万

７,０００円とするものです。 

 歳入は、繰越金に４５９万９,０００円を追加し、歳出は、予備費に４５９万９,００

０円を追加するものです。 

 議案第６９号令和３年度七戸町介護保険特別会計補正予算（第２号）については、歳

入歳出予算の総額に３,４２４万８,０００円を追加し、予算の総額を２７億１,８１５万

８,０００円とするものです。 

 歳入の主なものは、保険料に１７３万４,０００円、支払基金交付金に３７１万６,０

００円、繰越金に３,２６６万円を追加し、繰入金から３９２万７,０００円を減額する
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ものです。 

 歳出の主なものは、諸支出金に３,４０３万６,０００円を追加するものです。 

 議案第７０号令和３年度七戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）につい

ては、歳入歳出予算の総額に変更はありませんが、歳出において、総務費に２４万円を

追加し、予備費から２４万円を減額するものです。 

 議案第７１号令和３年度七戸町七戸霊園事業特別会計補正予算（第１号）について

は、歳入歳出予算の総額に２８８万２,０００円を追加し、予算の総額を１,０６１万２,

０００円とするものです。 

 歳入は、繰入金に２８８万２,０００円を追加し、歳出は、総務費に２８８万２,００

０円を追加するものです。 

 議案第７２号令和３年度七戸町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について

は、歳入歳出予算の総額に８０５万円を追加し、予算の総額を４億９４万３,０００円と

するものです。 

 歳入は、繰入金に６１９万６,０００円、繰越金に１８５万４,０００円を追加し、歳

出は、総務費に８０５万円を追加するものです。 

 議案第７３号令和３年度七戸町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）につい

ては、歳入歳出予算の総額に変更はありませんが、歳入において、繰越金に３０万５,０

００円を追加し、繰入金から３０万５,０００円を減額するものです。 

 議案第７４号令和３年度七戸町水道事業会計補正予算（第２号）については、収益的

収入の営業収益に５万９,０００円を追加し、水道事業収益の総額を３億３,５３６万円

とし、収益的支出の営業費用に６４万２,０００円を追加し、水道事業費用の総額を３億

２８４万３,０００円とするものです。 

 また、資本的支出については、資本的支出の建設改良費に６８１万７,０００円を追加

し、資本的支出の総額を３億２,８７３万６,０００円とするものです。 

 議案第７５号令和２年度七戸町各会計歳入歳出決算の認定については、令和２年度の

七戸町各会計歳入歳出決算について、地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づき、

議会の認定に付するものです。 

 報告第３３号令和２年度決算に基づく七戸町の健全化判断比率及び資金不足比率の報

告については、令和２年度決算に基づく七戸町の健全化判断比率及び資金不足比率につ

いて、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき報告するものです。 

 報告第３４号令和２年度七戸町一般会計継続費精算報告書の報告については、継続費

を設定した立地適正化計画策定業務及び七戸町都市計画マスタープラン改定業務の終了

に伴い、継続費の精算に関する報告をするものです。 

 以上が、本定例会に提出いたしました議案でありますが、議員各位には慎重審議の

上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（瀬川左一君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 



－ 11 － 

────────────────────────────────────── 

○日程第５ 決算審査特別委員会設置について 

○議長（瀬川左一君） 日程第５ 決算審査特別委員会設置について。 

 初めに、令和２年度各会計歳入歳出決算の概要について、会計管理者より説明を求め

ます。 

 会計管理者。 

○会計管理者（髙田美由紀君） おはようございます。 

 ただいまから、令和２年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算の概要について御

説明いたします。 

 各会計に共通いたしますが、予算額及び決算額については、前年度からの繰越明許費

を含んだものとなっております。 

 それでは最初に、一般会計について説明いたします。 

 予算総額は１３５億８,０９４万８,０００円であります。 

 歳入決算額は１３３億２０４万５,８４０円で、予算額に対する収入率は９７.９４

％、調定額に対する収入率は９６.９６％で、収入未済額は４億５４１万７,７６１円と

なっております。その内訳は、町税６,２８８万５,４１２円、分担金及び負担金３３万

９４円、使用料及び手数料３２万６,７３０円、国庫支出金２億６,２６７万８,５２５

円、県支出金３２４万円、財産収入５万７,０００円、町債７,５９０万円でございま

す。 

 一方、歳出決算額は１３０億７,１３１万２,４４０円で、予算額に対しての執行率は

９６.２５％、不用額１億４４０万８,１５６円を生じております。 

 このことから、一般会計決算の歳入歳出差引残額は２億３,０７３万３,４００円で、

この残額から令和３年度への繰越明許費繰越額６,２９９万５,４７５円、事故繰越繰越

額１０万３,５１０円を控除した実質収支額は１億６,７６３万４,４１５円となります。 

 この額から条例に基づき１億５,５００万円を基金へ繰入れし、残額の１,２６３万４,

４１５円が令和３年度への繰越金となります。 

 次に、国民健康保険特別会計について説明いたします。 

 予算総額は２０億５０８万２,０００円であります。 

 歳入決算額は１９億７６２万３,４９５円で、予算額に対する収入率は９５.１４％、

調定額に対する収入率は９６.３２％で、収入未済額は６,８３７万５,８５２円となって

おり、その内訳は国保税でございます。 

 一方、歳出決算額は１８億６,９３２万２,３７０円で、予算額に対しての執行率は９

３.２３％、不用額１億３,５７５万９,６３０円を生じております。 

 このことから、国民健康保険特別会計決算の歳入歳出差引残額は３,８３０万１,１２

５円となり、全額を基金へ繰入れするものであります。 

 次に、後期高齢者医療特別会計について説明いたします。 
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 予算総額は４億７６５万円であります。 

 歳入決算額は４億１,２１４万５,９５３円で、予算額に対する収入率は１０１.１０

％、調定額に対する収入率は９９.６９％で、収入未済額は１２９万９,９００円となっ

ており、その内訳は保険料でございます。 

 一方、歳出決算額は４億６８５万２,０８３円で、予算額に対しての執行率は９９.８

０％、不用額１０万４,９１７円を生じております。 

 このことから、後期高齢者医療特別会計決算の歳入歳出差引残額は５２９万３,８７０

円で、この残額から令和３年度への繰越明許費繰越額６９万３,０００円を控除した実質

収支額は４６０万８７０円となり、これは令和３年度への繰越金となります。 

 次に、介護保険特別会計について説明いたします。 

 予算総額は２６億６,８０４万７,０００円であります。 

 歳入決算額は２６億７,４３３万１,８８７円で、予算額に対する収入率は１００.２４

％、調定額に対する収入率は９９.７４％で、収入未済額は５５０万４,５４０円となっ

ており、その内訳は保険料でございます。 

 一方、歳出決算額は２５億８,２２７万１,６８２円で、予算額に対しての執行率は９

６.７９％、不用額８,５７７万５,３１８円を生じております。 

 このことから、介護保険特別会計決算の歳入歳出差引残額は９,２０６万２０５円とな

り、この額から条例に基づき５,９４０万円を基金へ繰入れし、残額の３,２６６万２０

５円が令和３年度への繰越金となります。 

 次に、介護サービス事業特別会計について説明いたします。 

 予算総額は３９１万９,０００円であります。歳入決算額は４０４万１,４８４円で、

予算額に対する収入率は１０３.１３％、調定額に対する収入率は１００％で、収入未済

額はございません。 

 一方、歳出決算額は２０４万９,１８９円で、予算額に対しての執行率は５２.２９

％、不用額１８６万９,８１１円を生じております。 

 このことから、介護サービス事業特別会計決算の歳入歳出差引残額は１９９万２,２９

５円となり、全額を基金へ繰入れするものであります。 

 次に、七戸霊園事業特別会計について説明いたします。 

 予算総額は２０２万１,０００円であります。 

 歳入決算額は２０２万３,６４３円で、予算額に対する収入率は１００.１３％、調定

額に対する収入率は１００％で、収入未済額はございません。 

 一方、歳出決算額は２０１万８,００９円で、予算額に対しての執行率は９９.１５

％、不用額２,９９１円を生じております。 

 このことから、七戸霊園事業特別会計決算の歳入歳出差引残額は５,６３４円となり、

全額が令和３年度への繰越金となります。 

 次に、公共下水道事業特別会計について説明いたします。 
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 予算総額は４億５,６０３万７,０００円であります。 

 歳入決算額は４億３,７５９万５,７１４円で、予算額に対する収入率は９５.９６％、

調定額に対する収入率は９５.４４％で、収入未済額は２,０５１万５,９８５円となって

おります。 

 その内訳は、分担金及び負担金１４万６,０００円、使用料８４万９,９８５円、国庫

支出金１,３６２万円、町債５９０万円でございます。 

 一方、歳出決算額は４億２,３８５万１,２３７円で、予算額に対しての執行率は９２.

９４％、不用額８７万５,７６３円を生じております。 

 このことから、公共下水道事業特別会計決算の歳入歳出差引残額は１,３７４万４,４

７７円で、この残額から令和３年度への繰越明許費繰越額１,１７９万円を控除した実質

収支額は１９５万４,４７７円となり、これは令和３年度への繰越金となります。 

 最後に、農業集落排水事業特別会計について説明いたします。 

 予算総額は７,０７１万４,０００円であります。 

 歳入決算額は７,０８０万４,９８２円で、予算額に対する収入率は１００.１３％、調

定額に対する収入率は９９.９９％で、収入未済額は８,４２６円となっており、全額使

用料でございます。 

 一方、歳出決算額は７,０４８万９,６００円で、予算額に対しての執行率は９９.６８

％、不用額２２万４,４００円を生じております。 

 このことから、農業集落排水事業特別会計決算の歳入歳出差引残額は３１万５,３８２

円となり、全額が令和３年度への繰越金となります。 

 以上のとおり、令和２年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の概要説明を終わり

ます。 

 御審議の上、認定いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（瀬川左一君） 次に、令和２年度水道事業会計決算の概要について、上下水道

課長より説明を求めます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（仁和圭昭君） おはようございます。 

 ただいまから、令和２年度七戸町水道事業会計決算の概要について御説明いたしま

す。 

 報告の前に一言申し上げたいと思います。 

 去る８月１１日、台風９号から変わった温帯低気圧による大雨により、天間林地区に

おいて断水が発生したことについては、災害が起因しているとはいえ２,４３３世帯、多

くの町民の皆様に対し多大なる御不自由と御迷惑をおかけいたしましたことに、心より

おわび申し上げます。 

 また、８月１２日より復旧作業を開始、１５日に全地区の通水が完了するに至りまし

たが、復旧にあっては町民の皆様の御協力と、町内外からの御支援により収束できまし
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たことを心から感謝申し上げます。 

 それでは、水道事業決算の概要について御説明いたします。 

 最初に、水道の普及状況でありますが、給水人口は１万４,９６２人で、前年度に比べ

１６８人減少となりました。 

 給水契約件数は７,５７５件で、前年度に比べ９件増加し、給水普及率は前年度と同様

の９９％となっております。 

 次に、年間有収水量ですが１５８万６０５立方メートルで、前年度に比べ８,７９２立

方メートル増加しておりますが、１日当たりの最大配水量は７,３３６立方メートルで、

前年度に比べ５２１立方メートル減少し、１日当たりの平均配水量も５,９８４立方メー

トルで、前年度に比べ３６５立方メートルの減少となっております。有収率は、前年度

に比べ４.６ポイント増加して７２.４％となりました。 

 次に、工事関係では、計量法の規定による検定満期に達した１,０７３か所のメーター

交換を行いました。 

 老朽管更新事業等におきましては、ライフライン機能強化事業及び道路改良工事関連

による整備で、８地区の２,４７６メーターの布設替えを実施しております。 

 なお、これらの工事に伴い、実施した石綿セメント管の布設替え延長は約１,２０２

メーターで、残り延長は補助ベースで約２万８,０００メーターとなっております。 

 次に、会計の状況につきまして、消費税抜きの数値にて御説明いたします。 

 収益的収入及び支出では、収益的収入合計額は３億２,５８３万６,１１８円で、前年

度と比較し４９３万５,７８７円の増収となっており、給水収益では３１５万９,１２２

円の増収となりました。 

 主な収入といたしましては、給水収益が２億６,７３２万３,５１６円で、収入総額の

８２.０４％を占め、長期前受金戻入が４,８４３万６,５８５円で、収入総額の約１４.

８７％を占めています。 

 次に、収益的支出合計額は２億７,３４９万６,５９４円で、前年度と比較し５６９万

７,０９３円の増となりました。 

 主な支出といたしましては、企業債利息が２,０６３万５,１５６円、職員給与等が３,

９４５万１,２８９円、水質検査及び検針業務、浄水場管理業務等の委託料が２,２９２

万６８７円、減価償却費が１億４,２１９万７,６１０円でございます。 

 これにより、令和２年度七戸町水道事業におきましては、収益的収入総額３億２,５８

３万６,１１８円、収益的支出総額２億７,３４９万６,５９４円となり、差引純利益が

５,２３３万９,５２４円となりました。 

 次に、資本的収入及び支出では、資本的収入合計額は９,３４４万８,５５４円、支出

合計額は２億４,３９６万３,８００円であります。 

 収入では、ライフライン機能強化等国庫補助金が２,８６０万円、老朽管更新事業に伴

う企業債借入金が５,０００万円、他会計負担金及びその他負担金が１,４８４万８,５５
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４円であります。 

 支出では、企業債元金償還金が６,５３５万４,８５０円、検定満期に伴う水道メー

ター交換工事費等が２,７３０万２,６５０円、老朽管更新工事費等が１億４,２５２万

３,０００円でございます。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、消費税込みで１億６,８１４万

７,６８６円であり、これを損益勘定留保資金から１億４４１万５,６７０円、減債積立

金から５,０００万円、消費税資本的収支調整額から１,３７３万２,０１６円で補塡して

おります。 

 以上で、令和２年度七戸町水道事業決算の概要について説明を終わります。 

○議長（瀬川左一君） 次に、令和２年度七戸町各会計決算審査意見書並びに令和２年

度財政健全化及び経営健全化審査意見書について、監査委員より報告を求めます。 

 代表監査委員。 

○代表監査委員（吉川正純君） おはようございます。 

 地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条第２項並びに地方公営企業法第３０

条第２項の規定により、審査に付された令和２年度の七戸町各会計の決算等について、

審査意見を報告申し上げます。 

 お手元に配付しております、令和２年度七戸町歳入歳出決算書の２１ページをお開き

いただきたいと思います。 

 審査の対象は、令和２年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算、同事項別明細書

及び証書類並びに水道事業会計決算、同財務諸表及び証書類、各会計実質収支に関する

調書及び財産に関する調書の１１項目でございます。 

 審査は、令和３年７月２０日から７月３０日までの７日間、実施いたしました。 

 審査に当たりましては、町長から提出された決算関係書類と会計管理者及び水道事業

管理者が保管する関係諸帳簿、証書類との照合、関係責任者からの説明を聴取するな

ど、書類等が適切に作成されているのか審査いたしました。 

 その結果、審査に付された各決算は、関係諸帳簿及び証書類と照合した結果、計数に

誤りがなく、法令規則に基づいて適切に処理されているものと認めました。 

 財政運営において、重要な自主財源である町税及び税外収入全般における徴収率は、

徴収体制の強化策等により、前年度との比較において徴収率の向上が見受けられまし

た。コロナ禍により、税収等の増加が見込めない中、国の補助金などを積極的に活用し

ているほか、滞納整理対策を強化するなど、職員が一丸となって財源確保に取り組んで

いることは評価できるもので、特に町税及び国民健康保険税につきましては、徴収実績

の増加が顕著であります。今後も、賦課徴収の公平性の観点からも徴収率向上に、より

一層取り組んでいただきたいと思います。 

 一方、経常収支比率が示すとおり、財政構造の硬直化は進んでおり、今後予定されて

いる大型事業等を考慮すると、新たな行政需要の発生や経済変動に対処できなくなるお
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それがありますので、抜本的な構造改革と、これまで以上に慎重な財政運営が望まれま

す。 

 以下、２２ページから３７ページまでの説明は省略させていただきますが、各会計の

前年度との比較及び詳細について、それぞれ資料を掲載しておりますので、後ほど御覧

いただければと思います。 

 以上、令和２年度決算審査意見書についての御報告を終わります。 

 次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく財政健全化審査及び経営健

全化審査の結果について、御報告いたします。 

 お手元に配付しております報告第３３号令和２年度決算に基づく七戸町の健全化判断

比率及び資金不足比率の報告についてを御覧いただきたいと思います。 

 審査の対象は、令和２年度実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来

負担比率並びに資金不足比率の５項目及びその算定の基礎となる事項を記載した書類で

あります。 

 審査は、令和３年７月２８日に実施いたしました。 

 審査の概要ですが、町長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその

算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼として

実施いたしました。 

 その結果、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び資金不足比率は、収支がいずれも黒

字であること、また、実質公債費比率及び将来負担比率は、早期健全化基準をそれぞれ

下回っている内容となっております。現在の数値は、県内でも上位に位置しております

が、今後は、歳入面では確実に減少、歳出面では町の大型事業も計画されており、確実

に計数の悪化が見込まれておりますので、計画的で、健全な財政運営が求められてくる

と思われます。 

 また、審査に付された書類は、いずれも適正に作成されているものと認めました。 

 以上、令和２年度財政健全化審査意見書及び令和２年度経営健全化審査意見書につい

ての御報告といたします。 

 よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（瀬川左一君） これをもって、決算の概要説明及び審査意見書の報告を終わり

ます。 

 本件については、９月１０日までの審査期限とする議長を除く全議員をもって構成す

る決算審査特別委員会を設置し、審査付託したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（瀬川左一君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、本件については、９月１０日を審査期限とする議長を除く全議員を
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もって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査をすることに決定

いたしました。 

────────────────────────────────────── 

○散会宣告 

○議長（瀬川左一君） 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 なお、決算審査特別委員会を本日の定例会終了後、直ちに招集しますので、このまま

御着席願います。 

 なお、９月７日の本会議は、午前１０時に再開します。 

 本席から告知します。 

 ９月７日の一般質問の順序をお知らせします。 

 １番目は１０番の佐々木寿夫君、２番目は２番の山本泰二君、３番目は３番の向中野

幸八君、４番目は７番の哘清悦君となります。 

 本日は、これで散会します。 

 お疲れさまでした。 

 散会 午前１１時００分   

 


